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   〇日 時 令和元年８月６日（火） 

16時から17時まで 

 

   〇場 所 教育長室 

  

 

   〇出席者 

 

     教育長         中 野 健 作 

教育長職務代理者    風呂井  敬 

     教育委員        蓑 田 繼 男 

     教育委員        黒羽子 ひとみ 

     教育委員        早 川 雅 子 

 

 

   〇関係者 

 

     教育次長        深 水 俊 彦 

     教育総務課長      牧 口 充 文 

     学校教育課長      安 藤 晋 哉 

     生涯学習課長      穗 園 正 幸 

     教育総務課課長補佐   柿 内  徹 

     教育総務課管理係長   中 村 あけみ 
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〇議事日程 

    

１ 開会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議事 

(1) 議案第20号 令和元年度鹿屋市一般会計補正予算（第２号）に係る意見の申し

出について 

  

(2) 議案第21号 鹿屋市生涯学習審議会委員の委嘱について 

 

５ 報告  

(1) 高須小学校の今後のあり方に関する高須町内会臨時総会の結果概要について 

  

(2) 「かのやっ子わくわくアドベンチャーin屋久島」の実施について 

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉会 
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〇議決事項 

議案番号 件  名 審議の状況 採決次第 

議案第20号 

 

 

議案第21号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度鹿屋市一般会計補正予算（第

２号）に係る意見の申し出について 

 

鹿屋市生涯学習審議会委員の委嘱につい

て 

特記事項なし 

 

 

特記事項なし 

 

 

  

原案可決 

 

 

原案可決 

 

 



4 

〇議事要旨  

１ 開  会 

教育長 先ほど開催された総合教育会議は、次長の指示の下、しっかりとした

資料が作成され、明確なプレゼンで分かり易く進行され、良い意見交換

ができ、有意義な会議となった。 

また、先日報道された小学校での体罰事案については、４月から５月

中旬にかけての事であったが、大変ご迷惑をおかけした。改めて担当課

長から説明をさせていただく。 

本日は、総合教育会議に引続き定例会の開催となるが、よろしくお願

いしたい。 

２ 前回の議事録の承認 

 

教育長 

 

異議無く承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

教育長 

 

報告なく承認 

 

４  議事 

 

 

 

教育総務課長 

学校教育課長 

 

風呂井委員 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

黒羽子委員 

(1) 議案第20号 令和元年度鹿屋市一般会計補正予算（第２号）に係

る意見の申し出について 

 

資料に基づき説明 

資料に基づき説明 

 

①部活動指導要員は一定の資格条件が必要なのか。 

②生徒の送迎についてはどのようになっているのか。 

 

①今回依頼する指導員は、指導経験があることを条件としているが、

指導資格取得者も条件に含めている。例えば、サッカーはランセンス、

他種目は日本体育協会の指導資格取得を総合的に判断し、各学校教育

の希望と体制から対象学校を絞りこみ、指導者と学校の要求が合致で

きたら依頼する段取りである。 

②保護者対応としているが、遠距離の場合は学校でバスを借入れる

など、学校の実態に合わせて対応している。 

 

指導員は経験や資格を優先するという事だが、中学校の部活動とな
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学校教育課長 

 

 

 

 

 

蓑田委員 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

 

 

風呂井委員 

 

教育総務課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

ると教育面について顧問の関わりが重要である。顧問が公務と重なっ

た場合に公務が重要視されると思う。その場合に、部活動の顧問と指導

員の指導権について聞きたい。 

 

顧問と外部指導者は共同で部活動を行うが、教員であることから生

徒指導や教育、公務を優先する。また、顧問の業務改善に繋がることが

外部指導者を取入れることの趣旨であり、顧問は公務を優先し、指導員

は部活動を優先するかたちとなる。 

 

 

鹿屋女子高の多目的ホールの建設について、補助がついたから実施

するのか。合併特例債よりも補助金を適応した方が有利だということ

でよいか。 

 

当初から建設は決まっており、財源として合併特例債を活用する予

定であったが合併特例債は、後年度交付税で７割措置の補填しかない。

財源として、より有利な補助金が内示されたため一部財源の切替えを

した。 

 

合併特例債は最終的に３割が自治体の負担となるということか。 

 

３割は負担することとなる。 

 

原案可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第20号は、原案可決とする。 

 

(2) 鹿屋市生涯学習審議会委員の委嘱について 

 

資料に基づき説明 

 

原案可決とすることに異議はないか。 

 

（異議なしとの発言） 

 

異議がないので、議案第20号は、原案可決とする。 
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５ 報告 

 

 

 

教育総務課長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

教育長 

 

 

生涯学習課長 

(1) 高須小学校の今後のあり方に関する高須町内会臨時総会の結果

概要について  

 

町内会からの文書が定例会当日まで未着であったため、概要と予定

について口頭にて説明 

 

全会一致で統合を希望する結果となった。 

 

 

(2) 「かのやっ子わくわくアドベンチャーin屋久島」の実施につい

て 

 

 資料に基づき説明 

 

台風の影響で、実施日数が１日短くなり残念であったが、研修は良い

ものになったようだ。青年団は毎年参加しているのか。 

 

青年団は毎年参加しており、今回は２名の参加があった。 

 

６ 動議の討論 

 

教育長 

 

  

発言がないので、動議はないものとする。 

７ その他 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

教育長 

 

小学校教諭による体罰事案について報告 

 

資料に基づき説明。 

 

平和の花束について説明 

 

資料に基づき説明。 

 

次回の定例教育委員会は、令和元年９月５日（木）15時00分から教育

長室で行う。 
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８ 閉会 

 

教育長 

 

以上をもって８月定例教育委員会を閉会する。 

以上 

 


